
高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会 in熊本県（熊本市） 

開催結果 

 

日 時：2025年 6月 12日(木) 18:00～20:50 

場 所：市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）2階 第 5会議室ほか 

参加者数：28名 

当日の概要： 

（１）映像（「地層処分」とは・・・？） 

（２）地層処分の説明・北海道の状況 

・阿部 利恵（経済産業省資源エネルギー庁 放射性廃棄物対策課 課長補佐）ほか 

・佐藤 一郎（原子力発電環境整備機構 地域交流部 部長）ほか 

（３）テーブルでのグループ質疑 

 

○資源エネルギー庁・原子力発電環境整備機構（ＮＵＭＯ）から事業説明 

・ 日本では過去 50年以上にわたって原子力発電を利用してきており、それに伴って発

生する高レベル放射性廃棄物は、人々の生活環境に影響を与えないよう、地層処分と

いう方法で最終処分する方針。 

・ 全国の皆さまに地層処分について、関心を持って、理解を深めていただくとともに、

最終処分事業の実現に貢献する地域に対して、社会全体で敬意や感謝の気持ちを持

っていただけるよう、全国で対話活動に取り組んでいる。 

・ 原子力発電により発生した使用済燃料は、再処理工場でプルトニウムなどを回収し

た後、残った放射性廃液をガラスに溶かし込んで「ガラス固化体」にする。既に約

27,000 本のガラス固化体に相当する高レベル放射性廃棄物が存在している。将来世

代に先送りすることなく、原子力を含む電気を多く使ってきた現世代で、この問題の

解決に道筋をつけるべく取り組んでいくことが重要。 

・ 地層処分はガラス固化体を地下深くの安定した岩盤に閉じ込め、地上環境から隔離

して処分する方法である。 

・ 地層処分場として、ガラス固化体を 40,000本以上埋設する施設を全国で 1か所つく

る計画である。 

・ 放射能が低減するまで数万年以上にわたって人間の生活環境から適切に隔離する必

要がある。確実性や環境への影響などの観点から考慮した結果、地下深くに埋設して

人間による直接の管理を必要としない地層処分が、国際社会から現時点で、最も安全

で実現可能な処分方法とされている。 

・ 建設を開始しているフィンランド・スウェーデンにおいても、30 年以上の歳月をか

け、国民理解・地域理解に弛まぬ努力を重ねている。先行する諸外国は、プロセスの

初期段階で 10程度の自治体が関心を持ち、調査の過程で候補地が絞られ、最終的に

１つの地域が選ばれている。日本もできるだけ多くの地域が関心を持つことが望ま

しい。 



・ 地層処分にあたって考慮すべき地質環境の科学的特性について、全国でほぼ同じ精

度で作成されている既存のデータをもとに、日本全国を 4 種類に区分した「科学的

特性マップ」を 2017年 7月に公表した。 

・ 処分地選定としては、文献調査、概要調査、精密調査の段階的な調査を行い、最終処

分地を選定する。この調査期間中、放射性廃棄物を持ち込むことは一切ない。 

・ 文献調査では、地域固有の文献やデータをＮＵＭＯが机上で調査し、断層や火山など

避けるべき場所の基準などを具体化した「文献調査段階の評価の考え方」に基づいて

報告書をとりまとめる。その後、調査結果を都道府県知事と当該市町村長に報告し、

地域の皆さま向けの説明会等を実施する。国は、都道府県知事と当該市町村長にご意

見を伺い、概要調査を行うか判断する。ご意見に反して、先に進むことはない。 

・ 2020 年 11 月に北海道の寿都町と神恵内村、2024 年 6 月に佐賀県玄海町において、

文献調査を開始した。北海道の 2町村では 2021年 4月から「対話の場」を開催して

いる。「対話の場」を通じ、逐次情報提供を行い、地域住民の皆さまの間で継続的な

対話が行われ、議論を深めていただくことが重要と考えている。「対話の場」では、

参加された方々が主体となって、処分事業などについて議論を深めていただくため、

また、賛否に偏らない自由な議論ができるように取り組んでいる。2町村に設置され

た「対話の場」では、町や村の将来のまちづくりに関する議論も始まっている。 

・ 安全に地層処分を行うため、ＮＵＭＯでは様々なリスク要因を抽出し、対応と安全性

の確認を行う。処分地選定プロセスにおける調査により、断層や火山などを避けて場

所を選ぶという「立地による対応」、選んだ場所に応じて人工バリアを設計するとい

う「設計による対応」、その対策により、安全性が確保できるかをシミュレーション

などで確認するという「安全性の確認」といった対策を行う。また、地震・津波、輸

送中の安全性についても設計による対応、シミュレーションによる安全性確認を行

う。また、地層処分の技術開発については、国や日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）

などの関係機関と連携して、技術開発を実施している。技術的な課題を整理し、最新

の技術開発動向を踏まえた安全確保の考え方やその手法を、「包括的技術報告書」と

して取りまとめ、2023 年 1 月に国際レビューを完了し、ＮＵＭＯのホームページに

掲載している。今後も、より実践的な技術開発に取り組み、技術的信頼性の更なる向

上を目指す。 

・ 最終処分事業は 100 年以上の長期にわたるため、地域の発展を支えてこそ、安定的

な運営ができる。ＮＵＭＯは、調査の開始に伴い、地域にコミュニケーションのため

の拠点を設置し、事業に関する様々なご質問にお答えするとともに、住民の皆さまと

共に、地域の発展に向けた議論に貢献していく。 

・ これまで対話活動を進める中で、地層処分事業を「より深く知りたい」との思いから

主体的に活動されている地域団体、大学・教育関係者、ＮＰＯなどのグループが全国

各地に広がりつつある。 

・ 地層処分事業についてご不明な点や疑問点や、またもっと詳しい話を聞いてみたい

と関心を持っていただける場合には、一般の方でも、自治体の方でも国やＮＵＭＯか



らご説明させていただく機会を設けさせていただくとともに、関連施設の見学にご

案内するなど、ご関心やニーズに応じて、柔軟に対応させていただく。 

 

○資源エネルギー庁・ＮＵＭＯから北海道 2町村の文献調査報告書などについて説明 

・ 2024年 11月から、北海道内において、寿都町・神恵内村の文献調査報告書に関する、

最終処分法に基づく法定プロセス（公告・縦覧、説明会等）を行っている。 

・ 北海道の状況、2町村の文献調査報告書の内容などについて理解を深めていただくこ

とも重要であり、最終処分事業の実現に向けて、これまで多大な貢献を果たしてきた

寿都町・神恵内村に敬意を表し、自分ごととして考えるきっかけとしていただきた

い。 

・ 日本では地層処分の技術的信頼性を得ることを目的に、2001 年からＪＡＥＡが、岩

の種類と地下水の性状が異なる北海道幌延町と岐阜県瑞浪市において、地下深くの

地層の研究に取り組んできており、幌延町にある幌延深地層研究センターは、2023

年 9 月から、これまで地下 350 メートルまでだった坑道を、地下 500 メートルまで

掘り進める掘削を開始している。 

・ 幌延町では、放射性廃棄物の持ち込みを認めないとする「深地層の研究の推進に関す

る条例」（2000年 5月）が制定され、研究施設を最終処分場にしないとする「幌延町

における深地層の研究に関する協定書」（2000 年 11 月）を、当時の北海道知事、幌

延町長、核燃料サイクル開発機構（現ＪＡＥＡ）理事長の 3者で結んでいる。 

・ また、北海道では、「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」（2000年 10月）

が制定されており、この中では、現時点では処分方法が十分に確立されておらず、処

分方法の試験研究を進める必要があるということと、現在と将来の世代が共有する

限りある環境を、将来に引き継ぐ責務を有しており、こうした状況の下では、特定放

射性廃棄物の持込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難いとの宣言がなされて

いる。 

・ 2024 年 8 月には、北海道知事より、この条例の趣旨を踏まえ、仮に概要調査に移行

しようとする場合には現時点で反対の意見を述べる考えであることや、考えの表明

にあたっては、道議会や道民の皆様のご意見も踏まえ、適切に対応したいと考えてい

ること、さらに、道として、最終処分の問題は、国民的な議論が必要な問題であり、

文献調査報告書やその説明会を通じて最終処分事業の理解促進がさらに進むことを

期待するといったコメントが公表されている。 

・ 文献調査にご応募いただいた寿都町長は、先送りしてきた最終処分問題を、子供や孫

世代に持ち越すことは、大人として恥ずかしいとの思いから一石を投じる、神恵内村

長は、原子力政策に 50年近く関わってきており、文献調査を進める上で、村民が抱

く問題や疑問を払拭し、全村民の理解を目指すという思いをもって、この 4 年間、

住民理解を深めるためにご尽力をいただいた。両町村長にはあらためて、敬意と感謝

の意を表したい。 

・ ＮＵＭＯは文献調査の実施主体として、地域の方との交流の拠点として交流センタ



ーを開設し、スタッフは地域の一員として、地域のイベント行事への参加などを通じ

て地域の方との交流を深めてきた。また、2町村それぞれの「対話の場」の運営サポ

ートも担ってきた。 

・ 2町村におけるそれぞれの対話の場においても、地層処分事業の議論の他にも様々な

テーマで対話が実施されたが、双方の対話の場においても、賛否様々な声があった。 

・ 2町村の周辺自治体や商工団体等に対しても「対話の場」の開催結果や地層処分事業

に関する最新の情報を継続的に提供してきた。また、周辺自治体だけではなく、広く

北海道や日本全国へ向けた広報活動にも取り組んできた。 

・ 2町村の文献調査については、国の審議会等での議論の結果をふまえ、6つの項目（活

断層や火山など避けるべき基準）に 2つの観点（技術的観点・経済社会的観点）を加

えた 8つの評価項目から調査が行われたが、2町村とも概要調査に進んだ場合に確認

する事項はあるものの、概要調査の候補地区を選定することができた。 

・ 文献調査の報告は法令に基づいて縦覧・説明会を実施する。報告書は道庁や道内の全

振興局などで閲覧することができるようにし、説明会は 2 町村及び道内の全振興局

において、全 20回開催した。報告書に対するご意見も受付けており、いただいたご

意見の概要とそのご意見に対するＮＵＭＯの見解とをまとめて、後日、北海道知事、

寿都町長、神恵内村長へお届けする。その後、概要調査へ進むかどうかを、国から知

事、両町村長に対して、意見照会を行う流れである。 

・ 以上、北海道での文献調査の状況を説明してきたが、地層処分事業は北海道の問題で

はなく、日本全体で考えるべき課題であり、引き続き全国的な理解醸成のために取り

組んでいく。 

 

○グループ質疑 

※主なものをテーマ別に記載 

 

＜地層処分事業＞ 

・ＮＵＭＯから町や村に働きかけて調査を進めることはできないのか。 

（→回答：）地層処分に関する調査は、市町村自らご応募いただく、または、国の申入

れを市町村が受諾することで始まる。文献調査後の概要調査以降に進もう

とする場合は、都道府県知事と市長村長のご意見を聴き、これを十分尊重

することになっており、調査を進めるには地域の皆さまからのご理解が必

要となる。 

・14年程度の精密調査では何を行うのか。 

（→回答：）精密調査では、地層処分の候補母岩を対象に、物理的・化学的性質等が処

分施設の設置に適していると見込まれることなどを確認するため、物理探

査やボーリング調査などを行う。その後、地下の調査坑道（トンネル）を

掘削して、岩盤の物性や地下水の特性に関する測定・試験などを実施する。 

・処分施設の安全確認を行うのは誰か。 



（→回答：）原子力規制委員会である。 

 

＜リスクと安全性＞ 

・ガラス固化体には放射性物質が混ざっているが、普通のガラスと同じように長期間安

定すると言えるのか。 

（→回答：）ガラスは主成分であるケイ素やホウ素などの原子が網目のような化学構造

を形成しており、大きさや性質の異なる様々な放射性物質の成分を均質か

つ安定に取り込むことができる。また、ガラスは水に溶けにくい性質を持

っており、厳しい条件を想定しても、ガラス全体が地下水に溶けきるまで

には少なくとも 7万年を要すると考えている。以上のような性能は、放射

性物質を含んでいたとしても変わりはないと考えている。 

・300m よりも深い場所に処分場のような長大な坑道を掘削することは、現在の技術で

可能なのか。 

（→回答：）地下深部ということでは、トンネルの直上の岩盤の厚さが 1,000m を超え

るような場所でも、トンネルを掘削している事例はある。また、坑道の延

長ということでは、鉱山で坑道の延長が数百 kmを超える実例もある。 

・ガラス固化体にはどのような放射性核種が入っているのか。 

（→回答：）ガラス固化体には、比較的半減期の短いセシウム 137やストロンチウム 90

などから、半減期の長いネプツニウム 237など、多くの放射性核種が含ま

れている。製造時点で放射線量の高い核種の半減期は 30 年以下と比較的

短く、1000年後には放射線量の高い核種の放射能はほとんど減衰する。 

・プレートの動きにより処分場が変形するのではないのか。 

（→回答：）日本周辺のプレートの動きについては、その方向や速さ（数 cm/年）は数

百万年前からほとんど変化が無く、こうしたプレートの動きに関係する活

断層や火山活動などの傾向は、今後も 10 万年程度はほとんど変化しない

と考えられている。地層の変形については、処分施設の建設の際に事前に

詳細な地質調査等を行うことで、著しい変形の恐れがある地域を避けて処

分場を建設するなどの対応を行う。 

・活断層はどのように調査するのか。 

（→回答：）地表から地下深部までを対象に、地震波や電磁波を利用した物理探査や、

ボーリング調査などにより調査する。また活断層の活動履歴は、地層の変

形や断層内物質に含まれる鉱物などの年代を測定することにより評価す

る。 

・地下水への放射性物質の流出などは、どのように監視するのか。 

（→回答：）建設・操業から閉鎖までの間は、放射線を常時モニタリングすることによ

り施設周辺に放射線の影響がないことを確認する。また、閉鎖後について

も、地域の方のご意向なども伺いながら監視方法や期間等を検討したい。

万が一の事態が生じた場合は、今後の規制基準等を踏まえて適切な対策を



とることとなる。 

 

＜文献調査、対話活動、地域共生＞ 

・文献調査の目的は何なのか。住民の心理や、地域の賛成・反対の動きを調査するよう

な社会的実験の意味合いもあるのではないか。 

（→回答：）文献調査は地質図や学術論文などの既存の文献・データをもとにした机上

調査によって、明らかに適切でない場所を除外する作業を行い、概要調査

地区の候補を検討する調査である。また、調査で得られた情報を地域の皆

さまに提供することにより、事業についての議論を深めていただく、いわ

ば対話活動の一環でもある。ご質問のような社会実験的な意味合いはない。 

・なぜマップが全域シルバーの玄海町で文献調査を行うのか。 

（→回答：）科学的特性マップでは玄海町は全域がシルバーのエリアとされているが、

科学的特性マップのシルバーは、資源が存在しうる範囲を示したもので、

現時点で全域で鉱物資源の存在が確証されているわけではないこと、地域

の鉱物資源の分布を示した個別の資料をあたったところ、分布は全域には

及んでいないという記録があったことから、文献調査の実施見込みがある

と判断し、玄海町全域を文献調査対象地区とした。 

・北海道の寿都町や神恵内村、佐賀県の玄海町での対話活動を通して、地層処分事業の

認知度に変化はあったか。 

（→回答：）それぞれの地域において一定程度、地層処分事業に関する関心は高まりつ

つあると考えているが、まだまだ足りていないと認識している。いずれに

せよ、最終処分事業は、特定の地域の問題ではなく、日本全体で取り組む

べき課題であり、引き続き全国で最終処分に関する理解や議論が深まるよ

う取り組む。 

 

＜その他＞ 

・高レベル放射性廃棄物の有害度低減の研究は進んでいるのか。 

（→回答：）ＪＡＥＡや大学などの研究機関等において、高レベル放射性廃棄物中に含

まれる放射性物質を分離し、放射能の減衰期間が短い他の放射性物質に変

換する技術の研究が進められているが、研究段階。また、将来実用化され

たとしても、全ての放射性物質に一様に適用することは難しく、地層処分

の必要性は変わらないと考えられている。 

・交流センターの職員はどういった方か。 

（→回答：）寿都町・神恵内村の交流センターの職員は、ＮＵＭＯの正職員と電力会社

からの出向者である。 

・青森県六ヶ所村の高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター内は、強い放射線が出てい

るのではないか。 

（→回答：）ガラス固化体からの放射線の値は強いが、ガラス固化体を厚さ約 2ｍのコ



ンクリートで遮へいすることで、防護服を着用せずに人が作業できるレベ

ルまで放射線の影響を低減している。 

以上 


